
「揖斐川町学校教育の在り方審議会」実施要項 
令和７年７月３０日 

揖斐川町教育委員会 

１ 設置の目的 

   昨今の社会は、人口減少を始め、少子高齢化、経済不況に伴う格差の拡大、災害の激甚化、デジタ

ル化の進展など、様々な変化と課題に直面している。こうした中、揖斐川町における児童生徒数の推

移を踏まえた適正規模、適正配置及び必要な教育環境の整備等について幅広い見地から調査・検討を

行い、揖斐川町立小学校及び中学校（以下「小中学校」という。）の将来を展望した教育の在り方を提

言するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 138 条の 4第 3項の規定に基づき、揖斐川町「学

校教育の在り方審議会」を設置する。 
 

２ 設置根拠 揖斐川町学校教育の在り方審議会設置要綱、揖斐川町学校教育の在り方審議会運営規定 
 

３ 審議会の構成（別紙）（1）通常会議（2）拡大会議 
 

４ 町長による諮問 

  揖斐川町学校教育の在り方審議会設置要綱第２条に基づき、小中学校の将来を展望した教育の在り方

について、貴審議会の意見を求める。 

 （１）揖斐川町における児童生徒数の推移を踏まえた適正規模、適正配置及び必要な教育環境の整備等

に関する基本的な方針について、教育的視点、地理的条件や地域連携の視点、学校施設の適正化

の視点、まちづくりの視点等を踏まえ、総合的に検討されたい。 

 （２）前号に掲げる基本的な方針を実現するための取組みについて、見通しを示すとともに、実効性の

ある具体策を提言されたい。 
 

５ 審議会の予定 
 

年度 № 期  日 形 態 主な内容 

７

年

度 

第１回 07 月 30 日(水) 拡大会議 ・委員委嘱、審議会への諮問、概況説明 

第２回 10 月 日( ) 通常会議 ・アンケート調査、地区集会について 

第３回 12 月 日( ) 拡大会議 ・シンポジウム「これからの学校教育の在り方」（仮） 

第４回 02 月 日( ) 通常会議 ・アンケート調査結果及び地区集会の意見の分析 

８

年

度 

第５回 04 月 日( ) 通常会議 ◎ 学校教育の在り方に関する基本方針の検討 

 

 

 

第６回 06 月 日( ) 通常会議 

第７回 08 月 日( ) 拡大会議 

第８回 10 月 日( ) 通常会議 

第９回 01 月 日( ) 拡大会議 ・揖斐川町への答申 
  

７ 組織構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

８ 審議会の公表等 

・ 必要に応じて委員以外の者の出席と意見聴取を行うことができる。 

 ・ 議事の内容について揖斐川町ホームページにて公表する。 

＜諮問＞ 

＜答申＞ 

＜事務局（教育委員会学校教育課）

揖斐川町長 

＜意見聴取＞ 

＜揖斐川町学校教育の在り方内部検討会＞ 

（町長、副町長、総務参与、総務部長、教育長、教委事務局長） 

＜アンケート、集会等＞ 

＜揖斐川町学校教育の在り方審議会＞ 
（通常会議・拡大会議） 

地域住民 

・適正規模、適正配置に関する検討 
・必要な教育環境の整備等に関する検討 
・答申案の検討 等 
 


